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平成２３年第２回鳴沢村議会定例会会議録 

平成２３年６月１３日、鳴沢村議会定例会は鳴沢村役場に招集され

た。 

１、応招議員 

   １番 佐 藤 博 水     ２番 小 林 昭 一 

   ３番 小 林 利 雄     ４番 渡 辺 久 男 

   ５番 渡 辺   泉     ６番 渡 邊 政 司 

   ７番 渡 邊 明 雄     ８番 小 林 茂 澄 

   ９番 田 中   稔    １０番 三 浦 利 雄 

２、不応招議員 

 なし。 

３、出席議員 

 応招議員に同じ。 

４、欠席議員 

 なし。 

５、地方自治法第１２１条の規定により、会議事件説明のため出席 

  した者の職氏名 

 村長 小林 優 教育長 小林三郎 総務課長 渡辺千秋 

 税務課長 三浦寿得 企画課長 渡辺重夫 

 福祉保健課長 渡辺一博 住民課長 佐藤政中 

 振興課長 渡辺伸一 会計管理者 渡辺安司 

６、本会議に職務のため出席した者の職氏名 

 議会事務局書記 渡邊 寛 

７、会議事件 

 報告第１ 号第一区・第二区からの陳情及び回答について 

 報告第２ 号平成２２年度鳴沢村繰越明許費繰越計算書について 

 報告第３ 号教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び 

       評価の報告について 
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 議案第１９号平成２３年度鳴沢村一般会計補正予算（第２号） 

 議案第２０号平成２３年度鳴沢村国民健康保険特別会計補正予算 

       （第１号） 

 議案第２１号平成２３年度鳴沢村介護保険特別会計補正予算（第 

       １号） 

 議案第２２号平成２３年度鳴沢村後期高齢者医療特別会計補正予 

       算（第１号） 

 議案第２３号鳴沢村税条例の一部を改正する条例を定める件 

 議案第２４号鳴沢村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部 

       を改正する条例を定める件 

 議案第２５号鳴沢村災害対策本部条例の一部を改正する条例を定 

       める件 

 議案第２６号鳴沢村総合センター使用料条例の一部を改正する条 

       例を定める件 

 推薦第１ 号農業委員会委員の推薦について 

 発議第１ 号ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）交渉への参加を行 

       なわないよう求める意見書の提出について 

 請願第１ 号ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）への交渉参加阻止

に関する請願 

 議会運営委員会の閉会中の継続調査の件 

 建設産業経済常任委員会の閉会中の継続調査の件 

 広報常任委員会の閉会中の継続調査の件 

 一般質問 

８、本日の議事日程 

 日程第１  会議録署名議員の指名 

 日程第２  諸般の報告 

 日程第３  会期の決定 

 日程第４  報告第１ 号第一区・第二区からの陳情及び回答に 
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             ついて 

 日程第５  報告第２ 号平成２２年度鳴沢村繰越明許費繰越計 

             算書について 

 日程第６  報告第３ 号教育に関する事務の管理及び執行の状 

             況の点検及び評価の報告について 

 日程第７  議案第１９号平成２３年度鳴沢村一般会計補正予算 

             （第２号） 

 日程第８  議案第２０号平成２３年度鳴沢村国民健康保険特別 

             会計補正予算（第１号） 

 日程第９  議案第２１号平成２３年度鳴沢村介護保険特別会計 

             補正予算（第１号） 

 日程第１０ 議案第２２号平成２３年度鳴沢村後期高齢者医療特 

             別会計補正予算（第１号） 

 日程第１１ 議案第２３号鳴沢村税条例の一部を改正する条例を 

             定める件 

 日程第１２ 議案第２４号鳴沢村職員の勤務時間、休暇等に関す 

             る条例の一部を改正する条例を定める 

             件 

 日程第１３ 議案第２５号鳴沢村災害対策本部条例の一部を改正 

             する条例を定める件 

 日程第１４ 議案第２６号鳴沢村総合センター使用料条例の一部 

             を改正する条例を定める件 

 

◎議長あいさつ 

議長（三浦利雄君） 平成２３年第２回定例会開会に先立ち、ごあ

いさつ申し上げます。 

  私、議長に就任させていただきまして、初めての定例会という

ようなことでございますので、多少時間をいただいてお話しさ
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せていただきたいと、こんなふうに思いますのでよろしくお願

いします。 

  ３月１１日に発生しました東日本大震災から一昨日で３ヶ月を

経過したわけでございます。地震、津波、原発事故のトリプル

災害で、死者１万５，０００人、行方不明者８，０００人超と

いう状況の中で、犠牲になられた方々のご冥福を心からお祈り

するところでございます。 

  そのほか被災されている方も大勢いるわけでございますけれど

も、今もって瓦れきの撤去率が２２％、仮設住宅の建設が５

４％、原発の収束のめども見えないと、また、日赤と中央共同

募金会に全国から集まった義援金が２，５１３億円と、そのう

ち市町村を経て被災者に届いたのは、わずか１５％足らずとい

うことを聞きますと、政治の究極の目的は国民の命と暮らしを

守ることだとしたら、政治家は何をしているのかと、そんな疑

問を持つのは私１人だけではないというふうに思います。 

  被災者も含め、国民もそっちのけの政争で、国民のほうを向い

ていない、民主党もだめですけれども、かといって自民党も、

これもだめだと。心境的には、議員総取りかえしたほうがいい

じゃないかぐらいに思うわけですけれども、今はそんな状況で

もないわけでございまして、どんな体制であろうと被災地が一

日も早く復旧・復興し、一日でも早い日常の生活が取り戻せる

ことを願うばかりであります。 

  そんな現実を反面教師として、我が議会は村民の方向を向いた

議会を目指していってほしいなというふうに思いますので、あ

えて触れさせていただきました。 

  我々は４月の統一地方選挙で、村民の皆さんのご理解をいただ

き、無投票で当選させていただきました。そこで、６月１日発

行の議会だよりを通じて、無投票だからこそ村民の皆様に自分
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の抱負を伝えることができましたし、それを知りたい村民の皆

様にも議員各位の考えがわかってもらえて大変よかったなとい

うふうに思っているところでございます。 

  さて、次はその実行だと思いますけれども、村民の皆様に約束

したことですから、私も含めてその実行に向けて努力していき

ましょう。 

  村内放送、あるいは議会だよりで傍聴を呼びかけていますけれ

ども、それに見合う議会にしていかなければならないと強く思

っているところでございます。 

  まずは己を磨き、お互いに切磋琢磨していくことが大事じゃな

いかなというふうに思います。 

  議案審議はもちろんのこと、一般質問にも積極的に取り組んで

いただいて、それに対して真剣に議論して、みんなで活力ある

議会にしていっていただきたいなということをお願いしまして、

私の開会に先立ってのあいさつとさせていただきます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

開会 午前９時１９分 

議長（三浦利雄君） ただいまから、平成２３年第２回鳴沢村村議

会定例会を開会いたします。 

  出席議員が定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を

開きます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎村長あいさつ 

議長（三浦利雄君） ここで、村長より定例会招集に対してのあい

さつを受けます。鳴沢村長 小林 優君。 

村長（小林 優君） どうも皆さん、改めましておはようございま

す。 

  本日ここに平成２３年第２回鳴沢村議会定例会を招集いたしま
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したところ、議員全員のご参集をいただき、まことにありがと

うございます。 

  ただいま、議長さんが申し上げましたように東日本大震災の発

生から１１日で３ヶ月が経過いたしましたが、福島第一発電所

事故は収束のめどが立たず、復興への道もまだ見通せない状況

であります。被害を受けました皆様には哀悼とお見舞いの言葉

を申し上げるとともに、一日でも早い復興を願うものでありま

す。 

  また、１１日早朝の工場火災におきましても、議員の皆さんを

はじめ、村民の皆様にも大変ご心配かけましたことをありがた

く思うとともに、また、雨天でもかかわらず消防団の皆さんに

は長時間にわたる消火活動にご尽力いただきましたことを、こ

の場をお借りしまして厚くお礼を申し上げます。 

  出火原因等は本日の現場検証でわかるんじゃないかと思ってお

りますが、震災も同じで、忘れたころにやってくるというよう

で、村でもこのような大火災というか、ぼや等は何件かあった

わけですが、大規模の火災は十数年ぶりというようなことで、

消防団の方には本当に雨の中長時間にわたりご苦労さまでした。 

  また、これからも体調には十分留意されながら、防災、また防

火活動等にご尽力願うものであります。 

  そのようなことを踏まえまして、皆さん方にも日ごろの訓練等

も、また防災週間においての訓練等も予定しておりますので、

呼びかけていただきたいと思っております。 

  さて、本定例会にご審議いただきます案件は、報告案件３件、

予算案件４件、条例の一部改正案件４件の合計１１件でありま

す。 

  それぞれの内容につきましては、ご提案の際にご説明申し上げ

ますので、何とぞ慎重審議をしていただき、円満なる議決を賜
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りますようお願い申し上げまして、簡単ではありますが、本定

例会に当たってのあいさつとさせていただきます。 

  よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（三浦利雄君） これより日程に入ります。 

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであり

ます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

議長（三浦利雄君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本日の会議録署名議員は、会議規則第１１５条の規定により、

小林利雄君、渡辺久男君を指名いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 諸般の報告 

議長（三浦利雄君） 日程第２、諸般の報告を行います。 

  初めに、地方自治法第１２１条の規定により、村長及び教育委

員長に対し、説明員の出席要求を行ったところ、お手元に配布

したとおり、説明員の委嘱、委任について通知がありましたの

でご了承願います。 

  次に、監査委員より、地方自治法第２３５条の２第３項の規定

による例月現金出納検査の結果について、お手元に配布したと

おり報告がありました。 

  報告書の内容については朗読を省略いたします。 

  次に、５月１３日に第１回町村議会議長会議が山梨県自治会館

において開催されました。 

  審議結果については、お手元に配布しておりますので、朗読を

省略いたします。 

  次に、議員派遣については、お手元に配布したとおりでありま
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す。 

  ご出席いただいた議員各位には、大変ご苦労さまでした。 

  次に、平成２３年第１回臨時会において議決した議会運営委員

会の閉会中の継続調査についての報告を求めます。議会運営委

員長 渡辺久男君。 

議会運営委員長（渡辺久男君） 議会運営委員会の閉会中の継続調

査について報告させていただきます。 

  平成２３年第１回臨時会において、本会議の会期日程等、議会

の運営に関する事項について、継続調査を要する旨を議長に申

し出、５月１０日の本会議において議決された件についての報

告であります。 

  開催日時は６月９日午後４時より、議員控室において委員会を

招集いたしました。 

  出席者は委員５名全員と議長、議案説明のために総務課長、職

務のために議会事務局書記の出席がありました。 

  決定された事項は、次の５項目です。 

  １、会期は本日より６月１６日までの４日間とし、配布してあ

る会期日程表のとおりとすること。 

  ２、議案の委員会付託は配布してある議案付託表のとおりとす

ること。 

  ３、議案第１９号から議案第２２号までの４件は、一括議題、

一括採決とすること。 

  ４、農業委員会委員の推薦については、議長の指名推選にする

こと。 

  ５、請願第１号は本会議に上程することとし、発議第１号の意

見書の採決により、みなし採択とすること。 

  ６、一般質問の通告日は、６月１３日の正午までとすることと、

今までどおり答弁を含めて１時間以内、再質問は２回までと同
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じですが、１つの質問の中で、違う項目の場合は、項目に対し

て再度質問ができるように決まりました。 

  例えば、例ですけれども、学校施設の質問で、同じような質問

なんですけれども、グラウンドと体育館というような問題で、

２つのことに別々にお答えを願ってもちょっと疑問な点がある

場合は再度質問ができるというようなことでありますので、ご

了承願います。また不都合のようでしたら、検討し直すという

ことになっておりますので、ご了承願います。 

  なお、閉会中の継続調査申し出につきましては、本会議の会期

日程等議会の運営に関する事項について、継続調査を要する旨

と決定しましたので、会議規則の規定により議長に申し出をし

ました。 

  以上で議会運営委員会の閉会中の継続調査についての報告を終

了いたします。 

議長（三浦利雄君） 次に、同じく第１回臨時会において議決した

建設産業経済常任委員会の閉会中の継続調査についての報告を

求めます。建設産業経済常任委員長 小林茂澄君。 

建設産業経済常任委員長（小林茂澄君） 建設産業経済常任委員会

の閉会中の継続調査について報告をさせていただきます。 

  平成２３年第１回臨時会において、所管事務の調査について継

続調査を要する旨を議長に対し申し出、５月１０日の本会議に

おいて議決された件についての報告であります。 

  去る６月８日午後３時より、議員控室において委員会を招集い

たしました。 

  委員５名全員と議長ほか、職務のために総務課長及び振興課長、

土地改良区室長、振興課職員２名、議会事務局書記の出席があ

りました。 

  招集にかかわる案件ですが、４月の統一地方選挙で新しく議員
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になられた方が本委員会に所属することになったことを踏まえ、

今年度の振興課所管事業の説明、現在の土木工事の施工状況な

どについて説明を受けました。 

  また、閉会中の継続調査申し出について協議をし、所管事務の

調査について、今後も継続調査を要するものと決定いたしまし

たので、会議規則の規定により議長に申し出を行いました。 

  以上で建設産業経済常任委員会の閉会中の継続調査についての

報告を終了いたします。 

議長（三浦利雄君） 次に、同じく第１回臨時会において議決した

広報常任委員会の閉会中の継続調査についての報告を求めます。

広報常任委員長 渡辺 泉君。 

広報常任委員長（渡辺 泉君） それでは、広報常任委員会の閉会

中の継続調査について、報告をさせていただきます。 

  ５月２４日午前９時より、議員控室において広報常任委員会を

開催いたしました。 

  委員全員と議長、職務のために総務課長及び議会事務局書記の

出席がありました。 

  招集に係る事件は、鳴沢村議会だより第４号（案）について及

び閉会中の継続調査申し出の件の２件です。 

  既にごらんいただいたと思いますが、議会だより第４号につい

て、レイアウト、掲載記事内容等の広報構成を協議し、今月１

日に全戸配布をいたしました。 

  また、閉会中の継続調査につきましては、所管事務の調査につ

いて、継続調査を要するものと決定いたしましたので、会議規

則の規定により議長に申し出ました。 

  以上で広報常任委員会の閉会中の継続調査についての報告を終

了いたします。 

議長（三浦利雄君） 以上で諸般の報告を終わります。 
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―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 会期の決定 

議長（三浦利雄君） 日程第３、会期の決定を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、本日から６月１６日までの４日間といたし

たいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 異議なしと認めます。よって、本定例会の会

期は、本日から６月１６日までの４日間と決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第４ 報告第１号第一区・第二区からの陳情及び回答

     について 

議長（三浦利雄君） 日程第４、報告第１号第一区・第二区からの

陳情及び回答についてを議題といたします。 

  この件について報告を求めます。総務課長。 

総務課長（渡辺千秋君） 報告第１号第一区・第二区からの陳情及

び回答についてご説明申し上げます。 

  鳴沢村第一区より、平成２３年５月１０日付、第二区より平成

２３年４月１日付で平成２３年度陳情を受け、担当課で現地調

査及び検討を行い取りまとめた結果を、別紙のとおり、第一区

に平成２３年５月２６日付、第二区に平成２３年４月２１日付

で、項目ごとの対応について回答いたしました。 

  以上で報告第１号の説明を終わります。 

議長（三浦利雄君） これをもって報告を終わります。 

  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 質疑なしと認めます。 

  以上をもって報告第１号の報告を終了いたします。 
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―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第５ 報告第２号平成２２年度鳴沢村繰越明許費繰越

     計算書について 

議長（三浦利雄君） 日程第５、報告第２号平成２２年度鳴沢村繰

越明許費繰越計算書についてを議題といたします。 

  この件について報告を求めます。鳴沢村長 小林 優君。 

村長（小林 優君） 報告第２号平成２２年度鳴沢村繰越明許費繰

越計算書についてご報告いたします。 

  地方自治法第２１３条第１項の規定に基づき、平成２２年度事

業の一部を平成２３年度へ繰り越すために、本年第１回定例会

において議決いただきました繰越明許費について、同法施行令

第１４６条第２項の規定に基づき、繰越計算書を調製し、報告

するものであります。 

  本年第１回定例会において、村道改良事業など、全６事業、総

額１億１，８２９万６，０００円を繰越明許費として議決いた

だいておりますが、このうち村道改良事業及び村道維持補修事

業については、平成２２年度内に執行することができた５５９

万１，０００円を差し引いた額を繰り越しいたしました。 

  事業の内訳としては、防災行政無線維持管理事業２２１万６，

０００円、中山間地域総合整備事業８６２万５，０００円、村

道維持補修事業３，２２２万４，０００円、村道改良事業３，

５０９万９，０００円、道路敷分筆・所有権移転登記委託事業

４５１万円、小学校施設・設備整備事業３,００３万１，０００

円、以上６事業、総額１億１，２７０万５，０００円が平成２

３年度への繰越明許額となります。 

  これらの事業の財源として、きめ細かな交付金や社会資本整備

総合交付金を初めとした国庫支出金３，２０３万７，０００円、

一般財源８，０６６万８，０００円を繰り越しいたしました。 
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  いずれの事業も、さまざまな要因により平成２２年度内には執

行が困難となったため、繰越明許としたものですが、鋭意計画

的に事業執行していただきたいと考えておりますので、ご理解

をいただきたいと存じます。 

  以上で報告第２号の報告を終わります。 

議長（三浦利雄君） これをもって報告を終わります。 

  なお、この報告については、地方自治法施行令第１４６条第２

項の規定により、報告のみで足りるものであることを申し添え

ます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第６ 報告第３号教育に関する事務の管理及執行の状

     況の点検及び評価の報告について 

議長（三浦利雄君） 日程第６、報告第３号教育に関する事務の管

理及執行の状況の点検及び評価の報告についてを議題といたし

ます。 

  この件について報告を求めます。教育長。 

教育長（小林三郎君） 報告第３号教育に関する事務の管理及び執

行の状況の点検及び評価の報告についてご報告いたします。 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条第１項の規

定により、平成２２年度についての教育委員会の権限に属する

事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価を行いまし

たので、同上同項の規定により報告するものであります。 

  表紙の次が評価の報告書です。 

  評価項目については、鳴沢村第四次長期総合計画の基本計画の

施策に基づき、教育委員会の活動についての評価、教育委員会

が管理・執行することについての評価、教育委員会が管理、執

行を教育長に委任する事務についての評価を大項目として分類

し、中項目には、学校教育の充実、青少年の健全育成、文化活
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動の推進、文化財の保護と活用、生涯学習の推進、スポーツ等

の推進について評価を行い、評価項目、内容については、教育

委員の意見、評価も参考にして行っております。 

  以上で報告第３号についての報告を終わります。 

議長（三浦利雄君） これをもって報告を終わります。 

  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 質疑なしと認めます。以上をもって報告第３

号の報告を終了いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第７  議案第１９号平成２３年度鳴沢村一般会計補

       正予算（第２号） 

◎日程第８  議案第２０号平成２３年度鳴沢村国民健康保

       険特別会計補正予算（第１号） 

◎日程第９  議案第２１号平成２３年度鳴沢村介護保険特

       別会計補正予算（第１号） 

◎日程第１０ 議案第２２号平成２３年度鳴沢村後期高齢者

       医療特別会計補正予算（第１ 

       号） 

議長（三浦利雄君） 日程第７、議案第１９号平成２３年度鳴沢村

一般会計補正予算（第２号）から、日程第１０、議案第２２号

平成２３年度鳴沢村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）までの４件を一括して議題といたします。 

  議案の朗読を省略して、提出者から提案理由の説明を求めます。

鳴沢村長 小林 優君。 

村長（小林 優君） 議案第１９号平成２３年度鳴沢村一般会計補

正予算（第２号）から、議案第２２号平成２３年度鳴沢村後期

高齢者医療特別会計補正予算（第１号）までの４件につきまし
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て、提案理由をご説明申し上げます。 

  平成２３年度の各会計歳入歳出予算の総額に緊急を要するもの

として、新たに総額３，２９６万５，０００円を追加し、一般

会計並びに特別会計予算総額を２４億３，９７３万５，０００

円とするものであります。 

  歳出の概要につきましては、道の駅南側駐車場拡張改修工事費

１，４００万円、別荘地ＣＡＴＶ設備追加敷設工事６６７万８，

０００円、電算機整備管理事業４６９万７，０００円など、早

急に対応しなければならないものとして計上しております。 

  これらの事業実施に係る財源として、国庫支出金など特定財源

８５６万９，０００円のほか、一般財源として前年度からの繰

越金２，４３９万６，０００円を見込んでおります。 

  なお、今回提出させていただいた補正予算を含む平成２３年度

予算と平成２２年度から平成２３年度に繰越明許させていただ

いた予算の総額は２５億５，２４４万円となります。 

  昨年度同様、予算規模が大きいわけですが、鋭意事業を執行し

てまいりますので、議員各位におかれましても、特段のご理解、

ご支援を賜りたいと存じます。 

  以上で議案第１９号から議案第２２号までの提案理由の説明を

終わります。 

議長（三浦利雄君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議案第１９号から議案第２２号

までの４件については、予算決算常任委員会に付託の上、審査

することにしたいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 異議なしと認めます。よって、議案第１９号
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から議案第２２号までの４件については、予算決算常任委員会

に付託することに決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１１ 議案第２３号鳴沢村税条例の一部を改正する

       条例を定める件 

議長（三浦利雄君） 日程第１１、議案第２３号鳴沢村税条例の一

部を改正する条例を定める件についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。税務課長。 

税務課長（三浦寿得君） 議案第２３号鳴沢村税条例の一部を改正

する条例を定める件につきまして、提案理由の説明を申し上げ

ます。 

  地方税法の一部を改正する法律等が４月２７日に成立し、同日

公布されたため、関連する鳴沢村税条例の所要部分の改正を行

う必要があるためです。 

  改正箇所は、鳴沢村税条例附則に「２２条」及び「２３条」の

２条を加えるものであります。 

  それでは、税条例の改正内容についてご説明いたします。 

  附則第２２条第１項につきましては、東日本大震災に係る雑損

控除等の特例措置についてであります。東日本大震災により損

失を受けた資産の損失金額について、納税義務者の選択により

平成２２年中に生じた損失として扱い、平成２３年度の村県民

税において雑損控除を行うことができるものとするものです。 

  東日本大震災は平成２３年３月に発生しており、本来、平成２

４年度の村県民税において雑損控除が適用されるものでありま

すが、納税義務者の負担軽減のため特例措置により平成２３年

度から所得控除を行えるものであります。 

  この場合において、この規定により控除された金額に係る当該

特例損失金額は、平成２３年中において生じなかったとみなす
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ものであります。 

  同条第２項につきましては、東日本大震災により平成２４年以

降の各年において生じた損失金額についても、第１項同様、前

年に損失が生じたとみなし、村県民税の雑損控除を行えるもの

とし、当該特例損失金額が生じた年に損失が生じなかったもの

とみなすものであります。 

  同条第３項につきましては、第１項の規定の適用を受けた者と

生計を一にする親族が有する資産について受けた損失金額につ

いても、第１項と同様の規定を適用するものであります。 

  同条第４項につきましては、第１項の規定の適用を受けた者と

生計を一にする親族が有する資産について受けた損失金額につ

いても、第２項と同様の規定を適用するものであります。 

  同条第５項につきましては、第１項の規定の適用を受けようと

する者は、この規定の適用を受けようとする旨の記載のある平

成２３年度分申告書を３月１５日までに提出しなければなりま

せんが、やむを得ない理由があると村長が認める場合は、この

規定の適用を受けられるものとするものであります。 

  附則第２３条につきましては、住宅借入金等特別税額控除の適

用を受けていた住宅が、東日本大震災により居住の用に供する

ことができなくなった場合においても、控除対象期間の残りの

期間について、引き続き税額控除を適用することができること

とするための規定であります。 

  この条例は、公布の日から施行するものでありますが、附則２

３条につきましては、平成２４年１月１日から施行するもので

あります。 

  以上で議案第２３号の提案理由の説明を終わります。 

議長（三浦利雄君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  この際、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これから討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第２３号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案の

とおり決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１２ 議案第２４号鳴沢村職員の勤務時間、休暇等

       に関する条例の一部を改正する

       条例を定める件 

議長（三浦利雄君） 日程第１２、議案第２４号鳴沢村職員の勤務

時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を定める件に

ついてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略して、提出者から提案理由の説明を求めます。

総務課長。 

総務課長（渡辺千秋君） 議案第２４号鳴沢村職員の勤務時間、休

暇等に関する条例の一部を改正する条例を定める件についてご

説明申し上げます。 
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  人事院規則の改正に伴い、東日本大震災における災害救助法の

区域内において、支援活動等のボランティアを行うために休暇

を取得する場合は、 大７日間の特別休暇とする改正を行うも

のであります。 

  改正内容としましては、１枚めくって２ページをごらんくださ

い。 

  別表第１の４項についての附則を設けることにより、本年１２

月３１日までの間において、災害救助法適用区域で支援活動等

を行う場合のボランティア休暇の上限日数を、通常「５日以

内」から「７日以内」に引き上げるものであります。 

  この改正は、公布の日からの施行となります。 

  以上で議案第２４号の提案理由の説明を終わります。 

議長（三浦利雄君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  この際、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これから討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第２４号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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議長（三浦利雄君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案の

とおり決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１３ 議案第２５号鳴沢村災害対策本部条例の一部

       を改正する条例を定める件 

議長（三浦利雄君） 日程第１３、議案第２５号鳴沢村災害対策本

部条例の一部を改正する条例を定める件についてを議題といた

します 

  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

総務課長（渡辺千秋君） 議案第２５号鳴沢村災害対策本部条例の

一部を改正する条例を定める件についてご説明申し上げます。 

  東日本大震災から、災害対策関係整備法令等を見直した結果、

未整備箇所が判明したため、本条例の一部を改正するものであ

ります。 

  改正内容としましては、めくって２ページをごらんください。 

  第１条目的中、「第６号」を「第７号」に改めるものでありま

す。 

  この改正は、公布の日からの施行となります。 

  以上で議案第２５号の提案理由の説明を終わります。 

議長（三浦利雄君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  この際、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す
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ることに決定しました。 

  これから討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第２５号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案の

とおり決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１４ 議案第２６号鳴沢村総合センター使用料条例

       の一部を改正する条例を定める

       件 

議長（三浦利雄君） 日程第１４、議案第２６号鳴沢村総合センタ

ー使用料条例の一部を改正する条例を定める件についてを議題

といたします。 

  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。教育長。 

教育長（小林三郎君） 議案第２６号、鳴沢村総合センター使用料

条例の一部を改正する条例を定める件につきまして、提案理由

をご説明申し上げます。 

  現在制定されています条例の中の使用料額及び時間について、

近隣市町村で制定されている条例と比較考慮し、改定するもの

であります。 

  改正内容は、条例中別表部分について端数の調整を各部屋ごと

に行い整理しました。 

  また、浴室については、現在浴室としては使用しておらず、倉

庫になっており、利用はできないため削除してあります。 

  備考部分の開館時間については、現在の運用時間に合わせ、
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「午前１０時」からとなっていたものを、「午前９時」からに

改めるものです。 

  現在、総合センターは、住民の教養の向上、健康増進、文化の

振興のための公民館として活用されています。 

  年間約２５０件ほどの利用申請があり、そのうち約４割が村の

事業、住民団体の利用が約４割、残りが村文化協会や老人クラ

ブ等の活動に利用されています。 

  以上で議案第２６号の提案理由の説明を終わります。 

議長（三浦利雄君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

議長（三浦利雄君） ４番、渡辺久男君。 

４番（渡辺久男君） ちょっとお尋ねしたいんですけれども、この

昼休みとか、夕食休みというんですか、それらのときは、もう

全然使えないということですか。時間のことですけれども。 

議長（三浦利雄君） 教育長。 

教育長（小林三郎君） 公民館の使用時間のご質問がありましたが、

お答えいたします。 

  使用時間については、午前が９時から正午まで、午後が１時か

ら午後５時まで、それから夜間が午後６時から午後１０時まで

となりすけれども、この時間はあくまでも基本原則でありまし

て、この時間以外では使用できないということではありません。 

  正午から午後１時までは、昼食休憩、休息の時間という一般的

な慣例に従った決まりでありまして、管理人もおります。それ

から、利用者の便宜も図る意味で使用することは可能であると

考えております。午後５時から６時も同様の扱いとなります。 

４番（渡辺久男君） ありがとうございました。 

議長（三浦利雄君） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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議長（三浦利雄君） これをもって質疑を終了いたします。 

  お諮りいたします。 

  この際、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これから討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第２６号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案の

とおり決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（三浦利雄君） 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。 

  お諮りいたします。 

  議事の都合により、本会議は６月１４日から６月１５日までの

２日間、休会としたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本会議は６月１４日から６月１５日までの２日間

を休会とすることに決定いたしました。 

  なお、６月１６日午後３時３０分から本会議を再開いたします。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

散会 午前１０時０５分 
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地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 
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平成２３年６月１６日再開 

１、出席議員 

   １番 佐 藤 博 水     ２番 小 林 昭 一 

   ３番 小 林 利 雄     ４番 渡 辺 久 男 

   ５番 渡 辺   泉     ６番 渡 邊 政 司 

   ７番 渡 邊 明 雄     ８番 小 林 茂 澄 

   ９番 田 中   稔    １０番 三 浦 利 雄 

２、欠席議員 

 なし。 

３、地方自治法第１２１条の規定により、会議事件説明のため出席 

  した者の職氏名 

 村長 小林 優 教育長 小林 三郎 総務課長 渡辺 千秋 

 税務課長 三浦 寿得 企画課長 渡辺 重夫 

 福祉保健課長 渡辺 一博 住民課長 佐藤 政中 

 振興課長 渡辺 伸一 会計管理者 渡辺 安司 

４、本会議に職務のため出席した者の職氏名 

 議会事務局書記 渡邊 寛 

５、本日の議事日程 

 日程第１  会議録署名議員の指名 

 日程第２  諸般の報告 

 日程第３  議案第１９号平成２３年度鳴沢村一般会計補正予算 

             （第２号） 

 日程第４  議案第２０号平成２３年度鳴沢村国民健康保険特別 

             会計補正予算（第１号） 

 日程第５  議案第２１号平成２３年度鳴沢村介護保険特別会計 

             補正予算（第１号） 

 日程第６  議案第２２号平成２３年度鳴沢村後期高齢者医療特 

             別会計補正予算（第１号） 
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 日程第７  推薦第 １号農業委員会委員の推薦について 

 日程第８  発議第 １号ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）交渉 

             への参加を行わないよう求める意見書 

             の提出について 

 日程第９  請願第 １号ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）への 

             交渉参加阻止に関する請願 

 日程第１０ 議会運営委員会の閉会中の継続調査の件 

 日程第１１ 建設産業経済常任委員会の閉会中の継続調査の件 

 日程第１２ 広報常任委員会の閉会中の継続調査の件 

 日程第１３ 一般質問 

 追加日程第１ 発議第２号鳴沢村地下水資源保護調査特別委員会 

             設置の件 

 追加日程第２ 鳴沢村地下水資源保護調査特別委員会の閉会中の

継続調査の件 

 

開会 午後２時３０分 

議長（三浦利雄君） 本日の会議は、議事の都合により、午後２時

３０分に繰り上げて開くことにしますので、ご了承願います。 

  出席議員が定足数に達しておりますので、ただいまから本日の

会議を開きます。 

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであり

ます。 

  これより日程に入ります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

議長（三浦利雄君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本日の会議録署名議員は、会議規則第１１５条の規定により、

渡辺 泉君、渡邊政司君を指名いたします。 
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―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 諸般の報告 

議長（三浦利雄君） 日程第２、諸般の報告を行います。 

  初めに、６月１３日及び６月１６日に議会運営委員会が開催さ

れましたので、その報告を求めます。議会運営委員長 渡辺久

男君。 

議会運営委員長（渡辺久男君） ６月１３日及び６月１６日に開催

いたしました、議会運営委員会についてご報告申し上げます。 

  まず、６月１３日分をご報告申し上げます。 

  ６月１３日午前１０時３５分より、議員控室において委員会を

招集いたしました。 

  委員５名全員と議長、職務のために議会事務局長、書記の出席

がありました。 

  内容は、今定例会の一般質問通告を受け、本日の本会議の運営

について協議いたしました。 

  決定された事項については、次の３項目です。 

  １、一般質問の通告を受け、円滑な本会議運営を図るため、招

集時刻及び本会議開始時刻をそれぞれ１時間繰り上げ、議員招

集時間を午後２時１５分に、本会議開始時刻を午後２時３０分

に変更すること。 

  ２、提出された一般質問の取り扱いについて、調整を行わない。 

  ３、一般質問の順序は通告順とすること。 

  以上であります。 

  次に、本日開催いたしました議会運営委員会について、ご報告

申し上げます。 

  ６月１６日午後２時より、議員控室において委員会を招集いた

しました。 

  委員５名全員と、職務のために議会事務局長、書記の出席があ
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りました。 

  内容については、発議第２号の提出を受け、その取り扱いの協

議と、本日の本会議の運営について協議いたしました。 

  決定された事項については、次の２項目であります。 

  １、発議第２号については、本会議に上程すること。 

  ２、発議第２号に関わる事件は追加日程とし、日程１３、一般

質問の後に追加すること。 

  以上であります。 

  以上で、６月１３日及び本日開催いたしました議会運営委員会

の報告を終了いたします。 

議長（三浦利雄君） 次に、一部事務組合議会に関する事項の報告

を求めます。 

  報告者は自席にて報告を行ってください。鳴沢・富士河口湖恩

賜県有財産保護組合議会、４番 渡辺久男君。 

４番（渡辺久男君） 鳴沢・富士河口湖恩賜県有財産保護組合議会

について報告させていただきます。 

  ３月２８日午前１０時より招集され、会議が行われました。 

  出席者は、議員１４名と会議事件説明のために組合長及び総務

課長の２名でありました。 

  本会議においては、まず会期が３月２８日の１日間と決定され

ました。 

  会議事件は、平成２２年度一般会計歳入歳出補正予算（第３

号）について、ほか９件であります。 

  内容は、議案第１号部分林植栽に関する件、議案第２号人工部

分林手入れ保護に関する件、議案第３号主産物払い下げに関す

る件、議案第４号恩賜県有財産借地に関する件、議案第５号主

産物払い下げに関する件、議案第６号人工部分林内耕作に関す

る件の６件につきましては、平成２３年事業の執行及び方法等
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を組合長に一任することと決定いたしました。 

  議案第７号一般会計補正予算第３号については、予算の総額に

歳入歳出それぞれ６８０万２，０００円を追加し、予算総額を

９，６０８万６，０００円としたものです。 

  歳出は、全額が予備費で、この財源といたしましては、森林被

害状況等確認事業県委託金、美化協会計からの繰入金を見込ん

でおります。 

  美化協議案第１号平成２２年度美化協会計歳入歳出補正予算第

３号については、予算の総額に歳入歳出それぞれ２８０万円を

追加し、予算総額を２，６６０万３，０００円としたものです。 

  歳出は、一般会計への繰出金３９万５，０００円及び予備費２

４０万５，０００円で、これらの財源として、大沢売店売り上

げ収入等を見込んでおります。 

  議案第８号平成２３年度一般会計予算については、歳入歳出予

算の総額を８，４００万７，０００円と定めたもので、例年経

常的に実施している事業のほか、臨時的なものとして、林業専

用ミニショベル購入等を予定しております。 

  美化協議案第２号平成２３年度美化協会計予算については、歳

入歳出予算の総額を１，８５０万１，０００円と定めたもので、

ほぼ例年同様の事業を予定しております。 

  以上１０件について、審議の結果、いずれも可決されました。 

  続きまして、第１回臨時議会について報告させていただきます。 

  ５月１６日午後１時３０分から、議員１７名と組合長と総務課

長が出席されました。 

  会期は１日間と決定し、議長選挙から始まり、議長に船津地区

の小川清治氏、副議長に小立地区の渡辺元春氏が選任され、監

査委員に勝山地区の倉沢鶴義氏が同意され、それから各常任委

員が選任されました。 
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  続きまして、公平委員に鳴沢地区から渡辺月丸氏、勝山地区か

ら流石真一氏が同意されました。 

  平成２３年度の一般会計補正予算が、歳入歳出それぞれ３，２

３６万２，０００円を追加され、それぞれ１億１，６３６万９，

０００円となりました。補正は、県からの林道事業の委託金で

あります。 

  以上であります。 

議長（三浦利雄君） 河口湖南中学校組合議会、５番 渡辺 泉君。 

５番（渡辺 泉君） それでは、河口湖南中学校組合議会定例会に

ついての報告をさせていただきます。 

  ３月２８日午後２時３０分より招集され、会議が行われました。 

  議員１２名と会議事件説明のため組合長ほか執行部、教育長ほ

か事務局の出席がありました。 

  全員協議会では、校舎の耐震化についての経過説明を受け、今

後の進め方等についての検討がなされました。 

  本会議においては、まず会期が２８日の１日間と決定されまし

た。 

  会議事件は２件で、１件目は平成２２年度一般会計歳入歳出補

正予算の件で、２，０２０万９，０００円を減額し、予算総額

を１億８，１９５万７，０００円とするものです。主な内容は、

耐震工事設計委託料の減額でありました。 

  次に、平成２３年度一般会計歳入歳出予算の件は、対前年比３，

１３５万５，０００円を増額し、予算総額を２億２，１４４万

８，０００円とするものです。主な内容は、耐震改築工事に関

する設計委託料と行政技術サポート嘱託職員賃金及び用務員１

名の退職手当に伴う増額で、財源は基金からの繰入金、それに

組合債でありました。 

  以上、それぞれ原案のとおり可決されました。 
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  続いて、翌月の４月２８日午後１時に招集があり、臨時会が開

会されました。 

  議員１５名と組合長ほか執行部、教育長ほか事務局が出席、本

会議において、会期は当日１日間と決定されました。 

  会議事件は、劣化に加え度重なる地震で校舎ベランダに亀裂が

入り、落下の危険が極めて高く、早期に補修する必要があるた

めの補正予算の件でありました。 

  補正内容は、繰越金を財源に工事請負費として４１０万円を増

額し、平成２３年度一般会計予算の総額を２億２，５５４万８，

０００円とするもので、原案のとおり可決されました。 

  以上で、河口湖南中学校組合議会について報告を終了します。 

議長（三浦利雄君） 富士五湖広域行政事務組合議会、３番 小林

利雄君。 

３番（小林利雄君） 富士五湖広域行政事務組合議会は、議会が開

催されませんでした。 

  報告を終了します。 

議長（三浦利雄君） 青木が原ごみ処理組合議会、７番 渡邊明雄

君。 

７番（渡邊明雄君） 青木が原ごみ処理組合についても、議会が開

催されていませんので報告等はございません。 

  以上でございます。 

議長（三浦利雄君） 青木が原衛生センター議会、９番 田中 稔

君。 

９番（田中 稔君） 青木が原衛生センター議会について報告させ

ていただきます。 

  青木が原衛生センター議会は、２月に開かれた平成２３年の定

例会後招集されておりませんので、特に報告事項はありません。 

  以上で、青木が原衛生センター議会についてご報告を終了いた
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します。 

議長（三浦利雄君） 山梨県後期高齢者医療広域連合議会、８番 

小林茂澄君。 

８番（小林茂澄君） 山梨県後期高齢者医療広域連合議会は、３月

議会時に報告しました以降、招集されておりません。よって、

報告事項はありません。 

  以上です。 

議長（三浦利雄君） 以上で諸般の報告を終わります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 議案第１９号平成２３年度鳴沢村一般会計補正 

            予算（第２号） 

◎日程第４ 議案第２０号平成２３年度鳴沢村国民健康保険 

            特別会計補正予算（第１号） 

◎日程第５ 議案第２１号平成２３年度鳴沢村介護保険特別 

            会計補正予算（第１号） 

◎日程第６ 議案第２２号平成２３年度鳴沢村後期高齢者医 

            療特別会計補正予算（第１号） 

議長（三浦利雄君） 日程第３、議案第１９号平成２３年度鳴沢村

一般会計補正予算（第２号）から、日程第６、議案第２２号平

成２３年度鳴沢村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

までの４件を一括して議題といたします。 

  本案に関し、予算決算常任委員長の報告を求めます。予算決算

常任委員長 田中 稔君。 

予算決算常任委員長（田中 稔君） 今定例会におきまして、予算

決算常任委員会に付託された議案第１９号平成２３年度鳴沢村

一般会計補正予算（第２号）から、議案第２２号平成２３年度

鳴沢村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）までの４議

案につきまして、審査いたしました経過と結果についてご報告



－３５－ 

申し上げます。 

  予算決算常任委員会は、会議日程に従い、去る６月１４日に開

催し、付託案件の審査を行いました。 

  その詳細につきましては、議員全員で構成する委員会審査であ

りますので、ここで再び審査の状況、経過について述べること

は省略させていただき、審査の結果のみをご報告申し上げます。 

  本委員会に付託された４議案について、審査を行った結果、賛

成全員にて原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

  以上、会議規則第３８条第１項の規定により報告いたします。 

議長（三浦利雄君） これをもって委員長の報告を終わります。 

  これより質疑に入るわけですが、予算決算常任委員会は議員全

員をもって構成され、議員諸君は委員会審査の過程を済んでお

りますので、質疑を省略したいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これから討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第１９号から議案第２２号までの４件を一括して

採決いたします。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案についての委員長報告は可決であります。議案第１９号か

ら議案第２２号までの４件は、委員長の報告のとおり可決とす

ることに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

議長（三浦利雄君） 起立全員です。したがって、議案第１９号か
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ら議案第２２号までの４件は、原案のとおり可決することに決

定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第７ 推薦第１号農業委員会委員の推薦について 

議長（三浦利雄君） 日程第７、推薦第１号農業委員会委員の推薦

についてを議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  委員の推薦方法は、地方自治法第１１８条第２項の規定を準用

して、指名推選によりたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 異議なしと認めます。よって、推薦方法は指

名推選とすることに決しました。 

  指名の方法は、議長において指名することにしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 異議なしと認めます。よって、議長において

指名することに決しました。 

  農業委員会等に関する法律第１２条第１項第２号の規定に基づ

き、議会推薦の農業委員に、鳴沢村７４１番地、渡辺豊富氏及

び鳴沢村３３８７番地、渡邊喜美男氏を指名いたします。 

  初に、渡辺豊富氏の推薦について採決いたします。 

  ただいま、議長において指名いたしました渡辺豊富氏を、農業

委員会委員に推薦することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

議長（三浦利雄君） 起立全員です。よって、ただいま指名いたし

ました渡辺豊富氏を、農業委員会委員に推薦することに決しま

した。 
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  次に、渡邊喜美男氏の推薦について採決いたします。 

  ただいま、議長において指名いたしました渡邊喜美男氏を、農

業委員会委員に推薦することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

議長（三浦利雄君） 起立全員です。よって、ただいま指名いたし

ました渡邊喜美男氏を、農業委員会委員に推薦することに決し

ました。 

  したがって、議会推薦の農業委員は、渡辺豊富氏、渡邊喜美男

氏を推薦することに決しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第８ 発議第１号ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）交 

           渉への参加を行わないよう求める意 

           見書の提出について 

議長（三浦利雄君） 日程第８、発議第１号ＴＰＰ（環太平洋経済

連携協定）交渉への参加を行わないよう求める意見書の提出に

ついてを議題といたします。 

  本件について、提出者から提案理由の説明を求めます。４番 

渡辺久男君。 

４番（渡辺久男君） 発議第１号ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）

交渉への参加を行わないよう求める意見書の提出について、提

案理由をご説明申し上げます。 

  ＴＰＰは、関税撤廃の例外措置を認めない、完全な貿易自由化

を目指した交渉であり、このＴＰＰを締結すれば、日本の農業

は壊滅的な打撃をこうむるのは明らかであり、輸入増大により、

国内・県内生産は崩壊の一途をたどりかねなく、国民の圧倒的

多数が望む、食料自給率の向上は到底不可能となるものであり

ます。 

  このため、我が国の食料安全保障と両立できないＴＰＰ交渉に、
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参加しないことを要望するものであります。 

  以上、地方自治法第９９条の規定により、内閣総理大臣、外務

大臣、経済産業大臣、農林水産大臣に対し、意見書を提出しよ

うとするものでありますので、ご賛同くださいますようお願い

申し上げます。 

議長（三浦利雄君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  この際、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決しました。 

  これから討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 討論なしと認めます。 

  これより発議第１号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案の

とおり決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第９ 請願第１号ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）へ 

           の交渉参加阻止に関する請願につい 

           て 

議長（三浦利雄君） 日程第９、請願第１号ＴＰＰ（環太平洋経済
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連携協定）への交渉参加阻止に関する請願についてを議題をい

たします。 

  本件については、既に同一趣旨の、発議第１号ＴＰＰ（環太平

洋経済連携協定）交渉への参加を行わないよう求める意見書の

提出についてが可決され、その趣旨が達成されておりますので、

みなし採択とすることにいたしたいと思います。これにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 異議なしと認めます。したがって、本案は原

案のとおり採択されたものとみなします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１０ 議会運営委員会の閉会中の継続調査の件 

議長（三浦利雄君） 日程第１０、議会運営委員会の閉会中の継続

調査の件を議題といたします。 

  議会運営委員長から、会議規則第７１条第１項の規定により、

お手元に配付しました申出書のとおり、本会議の会期日程等、

議会の運営に関する事項について、閉会中の継続調査を要する

旨の申し出がありました。 

  お諮りいたします。 

  委員長の申出書のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 異議なしと認めます。したがって、閉会中の

継続調査とすることに決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１１ 建設産業経済常任委員会の閉会中の継続調査 

       の件 

議長（三浦利雄君） 日程第１１、建設産業経済常任委員会の閉会
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中の継続調査の件を議題といたします。 

  建設産業経済常任委員長から、会議規則第７１条第１項の規定

により、お手元に配付しました申出書のとおり、所管事務の調

査について、閉会中の継続調査を要する旨の申し出がありまし

た。 

  お諮りいたします。 

  委員長の申出書のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 異議なしと認めます。したがって、閉会中の

継続調査とすることに決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１２ 広報常任委員会の閉会中の継続調査の件 

議長（三浦利雄君） 日程第１２、広報常任委員会の閉会中の継続

調査の件を議題といたします。 

  広報常任委員長から、会議規則第７１条第１項の規定により、

お手元に配付しました申出書のとおり、所管事務の調査につい

て、閉会中の継続調査を要する旨の申し出がありました。 

  お諮りいたします。 

  委員長の申出書のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 異議なしと認めます。したがって、閉会中の

継続調査とすることに決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１３ 一般質問 

議長（三浦利雄君） 日程第１３、一般質問を行います。 

  質問の通告がありましたので、順番に発言を許します。 
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  渡辺久男君からの太陽光発電システム設置補助についての質問

を許します。４番 渡辺久男君。 

４番（渡辺久男君） 太陽光発電システム設置補助について、村長

さんにお伺いいたします。 

  鳴沢村では、早くから屋根の温水器の設置補助金を、１０万円

と、設置費用の割に多く補助していただき、村民も大変助かっ

たと思います。ソーラー発電システム設置補助金も、５、６年

前から１０万円補助していてくれます。 

  ３月１１日に起きた、東日本大震災で福島の原子力発電所の崩

壊で電力不足が生じ、家庭、企業に節電を呼びかけております。

今後の電力不足は当分続くと思います。 

  鳴沢村は、日照時間が長いのでソーラー発電が適していると思

います。多少なりとも電力不足を補うように、設置する家庭が

増えることを望みます。 

  財政難で大変だとは思いますが、補助金を富士吉田市では、１

キロワット当たり４万円で上限を２０万円補助していると聞き

ます。鳴沢村でも上げてもらいたいと思うが、村長さんのお考

えをお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。 

議長（三浦利雄君） 鳴沢村長 小林 優君。 

村長（小林 優君） 渡辺久男議員の質問のとおり、私も太陽熱温

水器の村補助金の設置費用の２分の１上限１０万円は、設置費

用の割には補助率の高い補助だと思っております。 

  この制度は、平成４年から始まったもので、 近では平成２０

年に４件の申請があっただけで、１５年から昨年まで申請はあ

りません。 

  それに比べ住宅用太陽光発電は、平成１９年度から設置費用の

２分の１上限１０万円の補助制度ですが、１９年度５件、２０

年度５件、２１年度５件、２２年度７件と年々増える傾向です。 
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  また、先ほども議員さんがおっしゃられたように、原子力発電

所の事故等で節電傾向にありますので、これも増える傾向が予

想されるわけですが、今、県下で１８市町村で補助を実施して

おります。このうち補助率のよい順に、富士吉田市の１キロワ

ット４万円上限２０万円、北杜市の１キロワット２万５，００

０円上限２０万円、道志村の１キロワット３万円上限１０万円

で、近隣では富士河口湖町で１件５万円で、鳴沢村も県下では

よい補助率だと思っておりますが、このほかに、自宅に限り国

の補助として、１キロワット４万８，０００円上限１０キロワ

ット未満という制度もあります。 

  そうは申しても、使わない補助金より使ってもらう補助金のほ

うがよいのですが、検討はさせてもらいますが、私は、昭和５

６年５月３１日以前に建設された木造住宅の耐震改修建てかえ

支援事業があるわけですが、今までに平成１７年に１件だけの

申請で、３月の震災で関心を持たれる方もおるわけですが、こ

の制度も２３年度で終わるといわれておりますので、その後、

村単独でのこういう制度もあったほうがよいのかとも思ってお

るところです。これも併せて検討させていただきたいと思いま

す。 

  ただ、時代に合わない制度、条例などは変えなければならない

わけですが、職員も少なく議員の皆様方のご助言をお願いいた

しまして答弁とさせていただきます。 

議長（三浦利雄君） ４番 渡辺久男君。 

４番（渡辺久男君） 今、村長さんに希望のある回答をいただいて

喜んでいるところですけれども、今、村長さんが申しました昭

和５６年以前の住宅の耐震審査から改築の費用のほうの補助と

いうことで、県内は今でもやっているわけですけれども、それ

はやはり聞くところによりますと、耐震のプロにしてもらうん
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ですけれども、耐震の審査は。でもあとが改築が多くかかりす

ぎて、どうにもならないからということで、もう皆さんそれに

はあきらめているような格好ですので、その辺もうまく踏まえ

て、それはそうと補助金とか皆さん本当に喜ぶと思うんですけ

れども、でも、何千万もかかるところの一部ではどうにもなら

ないと思いますから、その点もっと考慮してもらいたいと思い

ますので、できるかぎり太陽光発電が、皆さんが利用できるよ

うに、本当に先々電力不足というか電力を何で補っていいかと

いうことが本当に困ると思いますので、ぜひ検討してもらって、

そうするとまた鳴沢村がこういうよい補助率があるからってい

うことで、働き盛りの若者が鳴沢村へ家をつくりたいというこ

とが出るかもしれませんので、そんな希望を持ってよろしくお

願いいたします。 

  これで質問を終わります。 

議長（三浦利雄君） これにて、渡辺久男君の一般質問を終わりま

す。 

  次に、渡邊政司君からの村の防災対策についての質問を許しま

す。６番 渡邊政司君。 

６番（渡邊政司君） 村の防災対策について、総務課長にご質問い

たします。 

  東日本大震災では、 悪の事態を想定していなかったために、

被害を 小限に抑えることができませんでした。これから発生

することが予測されている東海地震・東南海地震に備え、早急

に村の防災対策を強化する必要があります。 

  東日本大震災後、新たに検討された課題について説明をお願い

いたします。 

  また、 悪の事態を想定した場合には、一時的な集団移住も視

野に入れる必要があります。今後、災害の及ばない近隣の市町
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村と姉妹都市提携を結び、防災への備えと同時に、文化・経済

交流を深める考えはありますか。ご回答をお願いいたします。 

議長（三浦利雄君） 総務課長。 

総務課長（渡辺千秋君） 渡邊政司議員の質問についてお答えしま

す。 

  東日本大震災後、停電により防災行政無線でのみ住民への伝達

を行いましたが、相互通信ではなく情報提供に終始してしまっ

たこと、同じ理由により、水道水のポンプアップができず、広

く住民へ節水のご協力を得なければならなかったこと及び停電

が長期間に及んだ場合の生活用水の確保などが課題として出ま

したので、災害時の備えとして、停電時でもポンプにより水を

くみ上げられるように、前原ポンプ室に停電用発電機の設置を

検討しています。また、平成２１年度より耐震水道管の布設を

行っています。 

  防災行政無線でのみ住民への伝達については、停電時等の対策

はいまだ検討段階であります。相互通信ではありませんが、山

梨県と県内の市町村がサービスを行っている「やまなしくらし

ねっと」というサイトのメールマガジンを利用することにより、

登録された方は、主に防災情報等について情報提供を受けるこ

とができます。 

  安心・安全メールといい、既に村のホームページに掲載してお

り、広報７月号にも掲載し周知したいと考えております。 

  飲料水については、鳴沢村内にある水の事業者と、災害発生時

には優先して供給してもらえるよう協定を締結したいと考えて

おります。 

  また、生活必需物資関連につきましては、昨年、富士山火山防

災協議会において、株式会社カインズホームや株式会社サンロ

ードなど５社と締結し、現在ウェルシア関東株式会社とも協定
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に向け詰めの作業に入っているところです。 

  現状では、東海地震・東南海地震といった災害の発生に備え、

富士北麓地域の消防相互応援協定や環富士山火山防災連絡会と

して、富士山周辺の静岡県を含む６市７町３村での災害時相互

応援協定、また、神奈川県も含んだ富士箱根伊豆交流圏市町村

ネットワーク会議構成市町村災害時相互応援に関する協定書を

締結しております。 

  集団の広域避難につきましては、当村においては、特に富士山

噴火時の避難が問題となると思いますが、富士山噴火といった

状況下においては、場所によっては当村だけの避難ではなく、

富士北麓地域全体での避難も考えなければならないと思われま

す。 

  現在、富士山火山防災協議会内において、山梨県消防防災課が

事務局である山梨県富士山火山防災対策検討会議と連携し、広

域避難態勢の確立に向け、検討を行っているところであります。 

  文化・経済交流についてですが、平成２０年７月より、当時の

村議会議員の発案により、鳴沢村観光協会と昭和町との間で、

昭和町民の方が鳴沢村の観光施設を利用した場合、その費用の

一部を昭和町が補助する昭和町町民保養施設事業の契約をして

おり、平成２０年度以降１，２２１件の利用があり、１５７万

円の実績があります。 

  この事業により、昭和町ふるさとふれあい祭りに、鳴沢村でも

参加させていただいており、特産のキャベツの販売を行ったり

と、町村間の友好は深まっていると聞いております。 

  以上で答弁とさせていただきます。 

議長（三浦利雄君） ６番 渡邊政司君。 

６番（渡邊政司君） 村の防災対策の強化、取り組み、いろいろあ

りがとうございます。 
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  富士山防災協議会、こちらでハザードマップが提示されていま

して、１次ゾーンから３次避難ゾーンまで設定されております。

噴火警戒レベル４というのがありまして、噴火の可能性ですね、

その場合には２次避難ゾーンは避難する、３次避難ゾーンは避

難準備ということで、避難に人手がかかる場合は早目の非難を

するというような区分けになっております。 

  鳴沢村でいいますと、国道より富士山側、南のゾーンが少し国

道から離れて奥になるんですけれども、第２次避難ゾーンとな

ります。別荘地がすべて２次避難ゾーンに含まれておりますの

で、噴火の可能性がある場合には、多くの人員が避難する場所

の確保、収容人数の確保が必要となります。 

  そういった場合、今、近いうちに大震災が起こる可能性があり

ますので、今のうちにそういった取り組みをしていく必要があ

るかと思います。 

  その辺について、村のほうでどういう考えでいるのか、総務課

長のほうからまたお願いいたします。 

議長（三浦利雄君） 総務課長。 

総務課長（渡辺千秋君） 先ほども申しましたけれども、今の鳴沢

村だけの問題ではなく、富士山の噴火の場合広域的な問題とい

うこともあります。一応、そういうことの協議会等と協議する

中で、前向きに検討していきたいと思っております。よろしく

お願いします。 

議長（三浦利雄君） ６番 渡邊政司君。 

６番（渡邊政司君） 北麓全体で全員が移住するような場所という

のは確保は難しいと思います。なるべく姉妹都市提携、そうい

ったものとかある程度目星がつくような市町村を早目に当たっ

ていただいて、村全体でスムーズな移住ができるようにぜひ協

力をお願いいたします。 
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  以上です。 

議長（三浦利雄君） 続いて、国民健康保険税の割高感是正策につ

いての質問を許します。６番 渡邊政司君。 

６番（渡邊政司君） 国民健康保険税の割高感是正対策について、

住民課長に質問いたします。 

  現在、震災地への復興に当たり、消費税・電気料金等への付け

替えによる負担増も避けられない状況にあります。 

  更なる地方交付金の減額等も予測され、今後、一般税収から国

保税への繰り入れ調整も難しくなります。 

  特に、鳴沢村では他県からの移住者、老人ホーム・別荘居住者

の割合が多く、働き盛りに都会に納税した人が、退職後に村か

ら補助を受けるため、村の負担が増えております。 

  税収である国保税の過去５年間の収納率の推移と、今後の取り

組みについて説明をお願いいたします。 

  内容としましては、１番目に、預金調査・延滞金の件数と金額。

２番目としまして、不納欠損の件数と金額について答弁をお願

いいたします。 

議長（三浦利雄君） 住民課長。 

住民課長（佐藤政中君） 渡邊政司議員のご質問についてお答えい

たします。 

  初に、国保税の過去の５年間の徴収率についてご説明いたし

ます。 

  平成２２年度が９４．１７％、２１年度が９３．８３％、２０

年度が９５．２６％、１９年度が９５．３２％、１８年度が９

６．３６％となっており、景気の低迷と雇用の悪化により低下

しつつあり、税収の確保が課題となっております。 

  平成２０年度は、後期高齢者医療制度により収納率１００％の

納税者が減少したため、この制度前では２％上昇していると推
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測されます。全国平均でも２％低下しております。 

  基本的に、国保税未納者には保険証は渡しておりません。未納

者が保険証を利用したくなった場合は、分納計画を策定し、１

ヶ月程度の短期保険証を渡しております。 

  １、預金調査・延滞金につきましては、今まで実施しておりま

せん。今後は実施に向けて検討し、税収の確保を強化していき

たいと思います。 

  ２、不納欠損の件数と金額につきましては、平成２２年度が３

０件、１１３万８，２００円。２１年度が１８件、６６万１，

１００円。２０年度が２７件、５４万５００円。１９年度が３

１件、６３万２，２００円。１８年度が９６件、９７万６，１

００円となっております。 

  県内の平成２１年度の実質単年度収支は、鳴沢村と甲州市、早

川町の３市町村のみが黒字となり、他の市町村は赤字で、国保

運営は総体的に厳しい状況です。 

  本村では、平成１３年度から１９年度まではすべて赤字で、基

金の取り崩しや一般会計からの繰り入れを行い、赤字の補てん

を行ってきました。平成２１年度には、一般会計からの繰り入

れは行わず、国保税を引き上げ黒字となり、基金への積立金が

３，５８７万９，０００円となりました。 

  今後の取り組みについては、国保税収の確保と医療費の軽減を

目標に、住民健診の推進による疾病の早期発見、早期療養の啓

発に取り組んでいきたいと考えております。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

議長（三浦利雄君） ６番 渡邊政司君。 

６番（渡邊政司君） ご報告ありがとうございました。 

  今、聞いた中で言えば、驚いたんですけれども、今まで預金調

査や延滞金処理ですか、これは今５年経過すると不納欠損にな
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ることになるんですけれども、そういった形で今まで調査をし

ないまま不納欠損処理をしていたことには驚きました。 

  また、基金で今回黒字という報告がありましたけれども、積み

立てができたものは国保税を上げた結果だと考えております。

これは上げ過ぎた結果です。ということで、国保税が高い原因

になっているんじゃないかと思います。 

  今後は速やかに是正していただくよう、お願いしたいと思いま

す。今後、公平さが保たれるように、実施に向けての検討では

なく、今年度に速やかに実施するようにお願いいたしたいと思

います。 

  以上です。 

議長（三浦利雄君） 答弁はいいんですね。 

６番（渡邊政司君） 今年度から実施していただけるようにお願い

したいと思いますけれども、その辺はいかがでしょうか。 

議長（三浦利雄君） 住民課長。 

住民課長（佐藤政中君） 先ほどのご質問ですが、まだ積立金が３，

５８７万９，０００円で、国保の場合は何人か重症になります

と赤字になる可能性がまだありますので、まだ今年度について

は積み、黒字になった段階でまた検討させていただきたいと思

います。 

議長（三浦利雄君） ６番 渡邊政司君。 

６番（渡邊政司君） 今、質問したのは国保税を払っていない方に、

預金の調査あとは延滞金のこと、そういったことにすぐ取り組

んでいただかないと、５年を経過したものはすべて欠損処理と

なりますので、今、まだ払う義務があるものも金額がたくさん

あります。そういったものは早急に本年から回収のほうに動い

ていただきたいと思います。その辺はどうでしょうか。 

議長（三浦利雄君） 住民課長。 
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住民課長（佐藤政中君） また早急に取り組んでいきたいと思いま

す。 

議長（三浦利雄君） 続いて、ふるさと納税の奨励策についての質

問を許します。６番 渡邊政司君。 

６番（渡邊政司君） ふるさと納税の奨励策について、企画課長に

ご質問いたします。 

  ふるさと納税をふやす手段として、それぞれの別荘地への働き

かけと、老人ホーム入居時に家族にふるさと納税をすることに

よる所得税の減免等をアピールすることが考えられます。 

  ふるさと納税の奨励策について、ご説明をお願いいたします。 

議長（三浦利雄君） 企画課長。 

企画課長（渡辺重夫君） 渡邊政司議員のご質問についてお答えい

たします。 

  現在実施しているふるさと納税の奨励策につきましては、鳴沢

村に別荘などの所有者と思われる方に、ふるさと納税のご案内

兼寄附申出書を送付しています。 

  送付の方法、時期については、５月の固定資産税通知書の発送

時に、同文書を同封しています。対象者は、住所が村外の方、

約６，０００人余りになっております。 

  なお、ふるさと納税をしていただいた方には、お礼の品物を贈

呈しております。 

  ふるさと納税は、平成２０年７月から受け入れを始めまして、

その件数と金額は、平成２０年度２６件で２２５万円。県内で

受入額の上位から８位です。平成２１年度６２件で９３７万８，

０００円。県内で１位です。平成２２年度４７件で４４１万円。

県内で４位でありました。このように推移しております。 

  山梨県内でも毎年上位に位置しておりまして、特に郡内市町村

の中では群を抜いており、奨励策の効果もあらわれてきている
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ものと思います。 

  これからのアピール策については、現在未掲載であります案内

文書やホームページに、「お礼の品物」についての特典につい

て掲載することにより、ふるさと納税の件数が増加することも

考えられますので、検討したいと思います。 

  また、特養ホーム富士山荘の入所者につきましては、国民健康

保険・介護保険は住所地特例制度が適用されておりまして、保

険料などの賦課や医療費の負担などは、転入前の自治体が担う

ことになっております。 

  後期高齢者医療費については、按分率に基づき山梨県の広域連

合に負担金を支払う形になっているため、入所者個人の医療費

がそのまま村の負担になるわけではないので、富士山荘入所者

が、本村の財政面に特段大きな影響は及ぼしているとは思われ

ません。 

  施設に入所していること自体が、家族にとっては金銭的にも精

神的にも多少なりとも負担となっていることを考慮すると、一

部自己負担が生ずるふるさと納税を、強くアピールすることに

ついては、慎重に対処していきたいと思います。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

議長（三浦利雄君） ６番 渡邊政司君。 

６番（渡邊政司君） ふるさと納税の奨励策、いろいろありがとう

ございます。県でも１番、４番、８番というかなり上のほう、

上位を占めていただけるということで、大変ありがたく思って

おります。 

  あと１つ、手段としまして山梨県のアンテナショップというの

も都会のほうに設置されているようです。そういったところに

パンフレット等置きまして、村にふるさと納税をした場合、村

から特典、特産品ですか、そういったものが贈呈できるという
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ようなそういったお知らせもいいんじゃないかと思います。 

  これからもそういった取り組みをぜひ推進していただきたいと

思います。ありがとうございました。 

  以上です。 

議長（三浦利雄君） 続いて、文化財・天然記念物の保護対策につ

いての質問を許します。６番 渡邊政司君。 

６番（渡邊政司君） 質問としまして、文化財・天然記念物の保護

対策について、教育長に質問いたします。 

  現在、村外の企業によるエコツアーにより、鳴沢村の貴重な文

化財・天然記念物が荒らされております。特には、背負子１か

ら４の原生林、それと大室洞窟第１、軽水風穴等があります。 

  早急に村で、特に教育委員会で名勝・特別名勝の指定を行い、

保護するべきところと観光客を受け入れて共生していくところ

を区別する必要があります。 

  また、文化財・天然記念物の保護対策としては、住民によるエ

コツアーによる監視も有効だと考えております。 

  教育長に、文化財・天然記念物の保護・共生策についてご説明

をお願いいたします。 

  また、企画課長のほうに、またこれからエコツアーガイドを養

成する予定はあるかどうか、その辺もお願いいたします。 

議長（三浦利雄君） まず、文化財・天然記念物の保護・共生策の

答弁をお願いします。教育長。 

教育長（小林三郎君） 渡邊政司議員の質問にお答えいたします。 

  名勝・特別名勝と指定を行い保護したらどうかというご質問に

ついてですが、名勝とは、庭園や山岳などの特にすぐれた風景

のことで、国でも極めて対象が限られています。 

  大室洞穴、神座風穴については国指定の天然記念物に、軽水風

穴は県指定の天然記念物になっております。 
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  鳴沢村第４次総合計画の中では、文化財の保護と活用、現状と

課題の中で、「文化財の指定はほぼ終え、指定文化財について

は、説明板や案内板等の周辺整備を進めています。天然記念物

については、今後も周辺区域と一体となった保護が必要です」

とあります。名勝・特別名勝の指定は、今のところ考えており

ません。 

  これらの地区への立ち入りは、県林務環境部への恩賜林県有財

産、山梨県有林への入山許可申請が必要となっています。 

  また、村としては個人の入洞者に対して、事前に天然記念物、

風穴及び洞穴等の入洞の届け出を教育委員会へ提出していただ

き、内容を判断した上で、通知をする方法をとっております。

また、入洞が終了したら入洞行為終了報告書の提出を求め、文

化財保護法に沿って、入洞行為が天然記念物への影響が生じな

いように、土石等の採取や形状変更を禁じております。 

  このように、届け出制とすることで規制をしておりますが、周

知が難しく、なかなか届け出をする団体は少ないというのが現

実です。 

  このほかにも、テレビ取材の問い合わせが数多くあり、村とし

ては入洞許可している団体は、県林務環境部とも相談し、学術

的な調査や専門家が同行する取材に限定をしております。 

  また、監視の目を強化するために、自然公園法によるオフロー

ド車の乗り入れ規制パトロールを年６回、県と周辺自治体で合

同実施しているのが現実です。 

  エコツアーガイドに関しては、エコツアー団体の中で立ち入り

禁止区域の指定などのガイドラインが設定され、保護すべきと

ころと立ち入るところを区別し、近年はこのガイドラインに沿

って、ツアーが実施されております。 

  貴重な文化財を保護するということは、大変重要なことだと考
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えております。これからも、現地調査また有識者等のご意見も

伺いながら、判断をしながらやっていきたいと考えております。 

  以上です。 

議長（三浦利雄君） ６番 渡邊政司君。 

６番（渡邊政司君） 先ほどご答弁の中に、届け出をして村では監

視しているというようなご報告がありました。 

  今現在、そういった洞窟のほうに立ち入るツアーとしては、ア

ウトバック、ホールアース等があります。この前ホームページ

を見ていまして、アウトバックのほうでアンダーグラウンドツ

アーですか、そういったところで１週間ホームページを出した

ところ、１，７００人の登録が１週間ほどでありました。 

  背負子１から４その辺周辺の大室洞窟とかそういったところに

来る観光客の方が、年間には１万人を超えているように考えて

おります。 

  そういった中で、届け出がない状態でどういった形で貴重な文

化財を保護していくのか、その辺の施策についてご説明をお願

いいたします。 

議長（三浦利雄君） 教育長。 

教育長（小林三郎君） 先ほども答弁いたしましたが、国指定の天

然記念物である大室洞穴の天井が崩落しているとか、軽水風穴

の場合に、そういうところに無造作に立ち入る者がいるという

ことで、荒らされているというお話を伺っておりますけれども、

この点につきましても、現地調査を行ってその実情を見た上で、

必要があれば何らかの対応をしていきたいとこんなふうに考え

ております。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

議長（三浦利雄君） ６番 渡邊政司君。 

６番（渡邊政司君） いろいろありがとうございます。 
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  文化財の指定につきましては、文部科学大臣が名勝・特別名勝

を指定することができます。大臣の指定から漏れたものに対し

て、村、教育委員会が指定できるということになっております。

貴重な文化財を保護する上では、そういった指定のないものに

対して、村で独自に指定を行って保護していく必要があると考

えております。 

  私も山梨県の文化財保護指導員をやっておりますので、また一

緒に洞窟を見ていただいて、委員会を立ち上げていただいて、

貴重なものを登録していただければうれしいと思います。 

  よろしくお願いいたします。 

議長（三浦利雄君） 次に、エコツアーガイド養成についての答弁

をお願いします。企画課長。 

企画課長（渡辺重夫君） エコツアーガイドボランティアの養成に

つきましては、平成１８年度から平成１９年度にかけての約１

年間で１０回ほどエコツアーガイドとして活動できるよう養成

するための講座を開催しました。 

  当初募集したところ、３０名ぐらいの応募があり、講習を重ね

てきましたが、 後は３名程度になってしまい養成を取りやめ

た経緯がありました。 

  その原因として考えられることは、鳴沢村はエリアが広大なた

め、さまざまな知識が必要となり、実際活動していくとなると、

旅行会社との折衝や参加者の怪我の対応など、片手間でできる

ことではないことが判明したからだと思われます。 

  既存の団体を見ると、広域で活動している団体のみが存在し、

村レベルの単独で活動している団体はないようです。 

  また、専門的なリーダーや組織が必要なことから、今後のエコ

ツアーガイドの養成は、当面見合わせることになると思います。 

  以上、答弁とさせていただきます。 
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議長（三浦利雄君） ６番 渡邊政司君。 

６番（渡邊政司君） ご報告ありがとうございます。 

  文化財を保護する上では、今、村外からたくさんのツアー客が

入ってきます。そういったところで監視するのは文化財保護指

導員だけでは、年に２回ほどしか機会はありません。村でも毎

週行くとか、そういったことも難しいかと思います。 

  そういった中で、文化財を保護する上で、村でもエコツアーが

あればそのツアーを使って監視することも可能ではないかと思

います。 

  前回、エコツアーガイドを養成するということは１年間村に取

り組んでいただきましたけれど、 後に３名ほどに減ってきた

という話がありましたけれども、私の思う中には私もその員に

入っていたのですけれども、連絡が不十分だったということと、

富士山博物館、こちらが鉱石のミュージアムに変わるというこ

とで自然に消えたように考えております。 

  ぜひとも、村の文化財・天然記念物を守る上で、エコツアーガ

イドの養成を再度お願いしたいと思います。 

  それにつきましてはいかがでしょうか。 

議長（三浦利雄君） 企画課長。 

企画課長（渡辺重夫君） 再度行うということですけれども、前回

取りやめた経緯もありますので、その辺十分反省しながら、し

っかりした組織づくりをしてからでないと、また二の舞を踏む

ことになると思いますので、その点と、また以前は、鳴沢村全

体広大なエリアということですけれども、もっと狭い範囲に絞

ってのエコツアーができるかその辺を見きわめながら、また再

度検討していきたいと思います。 

議長（三浦利雄君） ６番 渡邊政司君。 

６番（渡邊政司君） ご回答ありがとうございます。 
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  前向きにするというようなご答弁をいただきまして、ありがと

うございます。今までの反省を踏まえて、今後長続きするよう

な形で、設置に私も協力していきたいと思いますので、ぜひ今

後ともご協力をお願いいたします。 

  以上で質問を終わります。 

議長（三浦利雄君） これにて、渡邊政司君の一般質問を終わりま

す。 

  次に、小林昭一君からの小学校の通学路についての質問を許し

ます。２番 小林昭一君。 

２番（小林昭一君） 小学校の通学路について、企画課長に質問を

いたします。 

  過日、国道で交通事故があったとき、迂回路として村内の道が

使われました。警察当局の誘導により行われたということです

が、迂回車がスピードを出して村内の道を走り危なかったり、

また大型車も通り、すれ違いができない箇所もあったそうです。 

  通学路等やメインの道が含まれていたということもありますの

で、啓蒙看板の設置、道路面へのスピード制限等の防止策を考

えておりますかどうか、また、迂回路となった場合、警察当局

に入口のみでなく村内の中でも警備の活動を行っていただくよ

うなことが要望できるかどうかの質問をしたいと思いますが、

どのような対応ができるかどうか教えてください。 

議長（三浦利雄君） 企画課長。 

企画課長（渡辺重夫君） 去る５月８日、国道境野付近において、

観光バスと乗用車の衝突事故が発生し、乗用車が横向きになり

国道をふさぐ形になったため、急遽、警察により村道へと誘導

することとなったことで、村道に混乱を生じさせた模様であり

ます。 

  このときだけでなく、村道を走る自動車のスピードの出し過ぎ
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については、区からの陳情も出ている事案でありますので、交

通安全施設整備事業としての対応を検討中であります。 

  具体的には、小学校指定通学路に減速走行を促す看板の設置を

したり、減速路面標示を敷設することを考えております。 

  また、急遽、村道が迂回路になった場合についてですが、富士

吉田警察署交通課に、このようなケースの対応について話を伺

ったところ、国道渋滞回避のための緊急対応であることと、人

員不足により村道内への人員配備が困難であることから、迂回

路入口のみの誘導人員配備となってしまったと。このような迂

回路での混乱等の事象が、誘導後に生じていることの情報は、

これまで余り出ていなかったので、警察の内部でも問題点を把

握しきれなかったとこのような返答をいただいておりました。 

  このため、今後の対応策の一案として、地元安協に協力要請を

するための、緊急連絡体制の配備などを検討していただくこと

を、警察に依頼しました。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

議長（三浦利雄君） ２番 小林昭一君。 

２番（小林昭一君） 早速なる対応並びにご検討の内容確認いたし

ました。ありがとうございました。これで質問を終わります。 

議長（三浦利雄君） 続いて、村庁舎の耐震性及び災害時の対応に

ついての質問を許します。２番 小林昭一君。 

２番（小林昭一君） 村庁舎は、耐震補強済みで工事も完了してお

りますが、何分古い建物で業務は大変難しかったかと思います。 

  以下の項目について、教えてください。 

  １、庁舎は古いので、すぐには倒壊しないでしょうが、ひさし、

手すり等、二次部材等があり、壊れて落ちる可能性もあったと

思います。また、庁舎内について使えなくなるおそれがありま

すが、新築の計画はありますか。 
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  ２、住民の基本データのバックアップ等の体制は、どのように

なっていますでしょうか。他の行政との連携はありますか。 

  ３、発電機、照明等のエネルギーのもととなるガソリン、灯油

等の備蓄はどのようになっていますでしょうか。また、地元の

ガソリンスタンドとの災害時等の連携、協定等はあるのでしょ

うか。 

  以上、総務課長にお答えをお願いいたします。 

議長（三浦利雄君） 総務課長。 

総務課長（渡辺千秋君） ただいまの小林昭一議員のご質問につい

てお答えいたします。 

  まず、庁舎の関係ですけれども、庁舎は平成１０年度の耐震補

強工事により、建築基準法等に基づいて、構造耐震判定指標・

累積強度指標は、耐震性能になっており、阪神・淡路大震災ク

ラスに対応できる構造体になっています 

  東日本大震災及び静岡県東部地震により、庁舎の壁等に亀裂が

入りましたが、山梨県被災建築物応急危険度判定士に調査・判

定をしていただいた結果、補修等の必要はないとの報告を受け

ています。 

  ただし、亀裂等が大きくなった場合は、再度調査を行い補修等

を検討します。 

  また、庁舎は昭和３９年の建設から５０年近く経過しています

が、新築及び建て替え等については、今のところ予定はしてい

ないそうです。 

  ２番目の、住民のデータのバックアップ体制についてですけれ

ども、現在鳴沢村のデータは、電算機の故障に備えた内部記録

装置の多重化及び週１回の外部記録媒体への出力を行い、電算

室に保管しています。そのため、どちらかが残ればデータを移

行し、数日中に業務を行うことができます。 
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  しかしながら、住民基本台帳など国を主導に全国規模で管理さ

れている 低限のデータや、法務局に提出している書類を除き、

すべて役場の庁舎内で管理されているため、両方とも残らなか

った場合は、データが消滅してしまうおそれがあります。 

  以前、住民情報に関する電子データを、役場内と外部の２カ所

で管理する方法について、役場電算機の保守管理を行っている

業者と検討したときには、現在の技術では導入に数億円、運用

に数千万円かかる見込みとのことなので、現実的ではないと思

われます。 

  電算機のデータ管理は、重要な問題ではありますが、以上のこ

とから、今のところ現状以上の管理体制は難しいと思います。 

  今回の震災を踏まえ、各業者サイドも動いていると思われます

ので、災害時のデータ管理について、幾つか事例が出た際に、

費用や導入のメリット等を調べた上で、鳴沢村にとって 適な

方法を検討していきたいと考えています。 

  ３番目の、発電機・照明等のエネルギーのもととなるガソリン

等の関係ですけれども、現在鳴沢地区は、山道ホール前にある

資材倉庫に、大田和地区は消防車両ポンプ小屋東側にある資材

倉庫に合計で移動式投光器が８基、発電機２基、ガソリン缶２

０リットルが３缶ある状況となっております。 

  今回の震災及び計画停電といった二次的な被害も考えて、村で

は既に、自動車のバッテリーから明かりをとることができるＬ

ＥＤライト４基を購入しました。 

  また、今回の補正予算にも計上させていただきましたが、役場

の機能を 小限維持するために、発電機５基を購入する予定で

います。今後は、発電機のみならず自家発電装置の設置も検討

していきたいと考えております。 

  現在、村では各事業者と協定を結んではいませんが、東日本大
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震災時には、富士見石油で優先的に給油していただきました。 

  災害時には３日間の備蓄が必要といわれております。その面か

ら考えても、災害時における事業者との協定書の締結は必要で

あると思われますので、締結に向け各事業者と協議していきた

いと思います。 

  以上で、答弁とさせていただきます。 

議長（三浦利雄君） ２番 小林昭一君。 

２番（小林昭一君） 早速なる対応と準備ありがとうございます。 

  住民の基本データのバックアップ体制についてですが、電子デ

ータの予算がかかり難しいのであれば、紙のデータは大変膨大

になるかとは思いますが、また検討いただき、総合センターの

浴室等が倉庫になっているということもありますので、そちら

のほうにもまた紙のデータとして残すのも、１つの方法ではな

いかと思いますが、またご検討いただき、住民サービスが欠損

にならないようにお願いをいたしたいと思います。 

  以上で質問を終わります。ありがとうございました。 

議長（三浦利雄君） これにて、小林昭一君の一般質問を終わりま

す。 

  次に、田中 稔君からの村議会定例会のＣＡＴＶ放送について

の質問を許します。９番 田中 稔君。 

９番（田中 稔君） 鳴沢村第一区より、村当局への陳情によりま

すと、村議会をＣＡＴＶで放映してほしいというものでござい

ます。 

  村民の総意の要望であると理解をしております。議会の都度傍

聴を呼びかけておりますが、それぞれが仕事を持っているため、

傍聴者は少ないわけでございます。 

  会議録をホームページで開いて見るのは、高齢者には無理があ

ります。ＣＡＴＶで二、三回放映することによって、暇な時間
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に見ることができるというふうに思います。 

  議会活動や行政のあり方についても、村民に知っていただき村

民より直接意見をいただくことが、村の繁栄につながるという

ふうに思います。 

  南北都留郡の市町村では、富士河口湖町と忍野村では既に放映

をしております。富士河口湖町では既に６月の定例会より議場

生放送をしております。開かれた行政と議会であるというふう

に思っております。山中湖村では、収録放映を検討していると

いうことでございます。富士吉田市はＣＡＴＶの富士五湖の好

意によりまして、一般質問のみを放映をしております。市では

収録や放映の予算化はしていないそうです。このような方法も

今後の検討課題になろうかと思います。 

  今後、行政としての考えを村長にお伺いいたします。 

議長（三浦利雄君） 鳴沢村長 小林 優君。 

村長（小林 優君） 田中 稔議員の質問にお答えいたします。 

  本会議の報告第１号で、平成２３年度第一区陳情書に対する回

答について説明いたしましたが、現在、傍聴者が少ないため、

まずは傍聴制度を住民の皆様に活用していただきたいと思って

おるところでございます。 

  ２０名までの制限はありますが、誰でも傍聴することが可能で

す。この傍聴制度については、将来的には休日議会などの開催

も検討していきたいと考えております。 

  また、議会活動の周知方法としては、議会だよりを年４回発行

しており、約１６０万円の経費がかかっておりますし、また村

ホームページに掲載するデータ作成費として、約７万円の経費

もかかっております。 

  一区の陳情の時点でも申し上げましたが、区民の皆様の中でど

のくらいの要望があるのかお聞きしましたが、お答えはありま
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せんでした。 

  村民の皆さんが、日頃から感じておられるニーズも多岐にわた

りますので、まずは議会だよりを通じて、村政運営上の共通認

識をお持ちいただければ幸いだと思っております。 

  ＣＡＴＶの放映については、住民と開かれた議会となるよう、

今後傍聴者の人数により、議会側と協議を行い検討していきた

いと考えております。 

  以上で、答弁を終わります。 

議長（三浦利雄君） ９番 田中 稔君。 

９番（田中 稔君） 村民側の意向がどういうふうなのか、放映を

していただきたいというようなことが、どの程度の希望者なの

かアンケートをとるなりして、その状況によっては検討してい

くのもいい方法なのではないかというふうに思っています。 

  前向きなご検討をお願いいたします。質問を終わります。 

議長（三浦利雄君） これにて、田中 稔君の一般質問を終わりま

す。 

  次に、渡邊明雄君からの児童館建設についての質問を許します。

７番 渡邊明雄君。 

７番（渡邊明雄君） 教育長にお伺いしたいと思います。 

  児童館建設について、放課後の小学生の受け入れについて、現

在は総合センターの図書館で、遊学館だったかと思いますが、

預かっていただいております。 

  子ども達が安全に遊んだり、母親が帰宅するまでの間の預かり

を、鳴沢村でもできないものかと思っております。 

  また、保育所へ入所前の親子が利用できる場としても、必要な

のではないかと思われます。 

  近隣の雑誌がありまして、見させてもらったんですが、富士河

口湖町に４カ所、足和田の大嵐にもあります。忍野にもでかい
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のがありまして、このように、これは大嵐のものですけど、遊

んでいるようなあれがありまして、鳴沢村もあれば素晴らしい

と思うんですけれども、 近は総合センターのところに不審者

が出たと、時々ニュースなってますけれども、できることなら

小学校、この辺の近くにそういうものがあれば、安全だと。 

  それから、入学、入園前の子ども達、若いお母さん方がそこへ

行って集って、いろいろするようなこともあるみたいですけれ

ども、それはそれで楽しいことで、お母さん方の社交場にもな

って、子ども達もここで交流を持つと。 

  それから小学校、学童保育というんですかね、何か３年生か、

学年はあれですけれども、低学年から小学校の子どもがそこへ

行って遊んだり、遊び方もそういう指導員に教わったり、お母

さん方が来るまで、宿題したり、場じゃないと思うんですけれ

ども、他の市町村でも山梨県でも数が結構あって６４カ所もあ

るみたいですけれども、まあ予算がどうせどうなるんだと思い

ますけれども、できたらつくってもらいたいなと思います。 

  以上で質問を終わります。 

議長（三浦利雄君） 教育長。 

教育長（小林三郎君） 渡邊明雄議員の質問にお答えいたします。 

  鳴沢村総合センターでは、小学校の授業終了後の放課後の児童

を対象に、適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成

を図る放課後児童健全育成事業、放課後児童クラブとも言いま

すが、これを実施しております。 

  そのための施設として、総合センターの２階を改装し、平成１

３年１１月から遊学館を開館し、遊学館児童クラブとして、児

童の安全を図りながら活用を図っております。 

  遊学館を利用できる時間は、午前９時から午後５時半までとな

っております。放課後児童１日平均すると、５０名から６０名
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の児童が利用し、職員３名で対応しております。 

  母親が帰宅するまでの間の預かりができないものかとのご質問

ですが、午後５時半以降については、現状の職員体制では対応

ができません。 

  また、児童館の建設についてのご質問ですが、現在の総合セン

ターを十分に活用することによって、新たに児童館を建設する

必要はないと考えております。 

  また、保育所へ入所前の親子が利用できる場としても必要では

ないかとのご質問ですが、親子での利用であれば、平日の開館

時間中であれば、いつでも遊学館を利用することができます。 

  また、子育てサークルのなるキッズというサークルがあります

が、ここに参加している親子が１０組ほどおりますけれども、

月２回ほど午前中利用しております。 

  そのほか、村の福祉保健課の事業としてちびっ子サロン、これ

も月２回午前中実施しております。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

議長（三浦利雄君） ７番 渡邊明雄君。 

７番（渡邊明雄君） すばらしい活動、活躍をされていることを聞

いてありがたく思います。 

  なお一層のご活躍と、それから施設、設備の拡充をできたらよ

ろしくお願いいたします。 

  以上で質問を終わります。 

議長（三浦利雄君） 続いて、未婚男女の出会いの場の提供につい

ての質問を許します。７番 渡邊明雄君。 

７番（渡邊明雄君） 現在、鳴沢村以外でも全国的に晩婚傾向があ

り、鳴沢村でもそのような人たちが増加しております。 

  そこで、他の地域との出会いの場を企画してもらい、鳴沢村に

永住してもらえるようにできたらいいと思います。 
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  これは、正副議長勉強会のときに、他の市町村の議員さん方が

立ち上げて、東京のほうで、新聞社に広告を出してもらって嫁

募集みたいな、出会いの場を委員会でやっているようです。鳴

沢村もいいなと思って、４０過ぎたような人が結構、男も女も

いるわけで、それをどうするかということよりも、１つの提案

でこういう情報がありますので、ほかの市町村もやっていると

ころがあるというようなことで、どうしたらいいか住民課長の

ほうにお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

議長（三浦利雄君） 住民課長。 

住民課長（佐藤政中君） 渡邊明雄議員のご質問についてお答えい

たします。 

  国の調査では、独身者の９割が結婚を希望し、子どもを２人以

上持ちたいと考えているとの結果が出ていることから、村の独

身者も、多くが結婚を希望しているものと思われます。 

  問題点として、他の地域との出会いの場を、本村単独で行う場

合、村内の狭い地域では互いに顔見知りが多く、積極的に参加

しようとする方は少ないと思われます。 

  山梨県や広域行政事務組合などが主体となって実施していただ

ければ、参加希望者もあり、成果が出る可能性があります。 

  県内でも、男女出会いの場の提供は多くありませんが、現在、

北杜市では、結婚相談員連絡協議会が主催となって、７月１６

日に４５歳までの独身男女を対象に、ピザづくりやゲームなど

を通じて交流のイベントを予定しております。 

  このように、他の地域におけるイベント情報や、結婚相談所の

状況など、要望に応じた情報提供を実施してニーズ把握を行い、

要望がたくさん寄せられるようになれば、結婚相談所や結婚相

談員の設置など、今後検討していきたいと思います。 

  以上で答弁とさせていただきます。 
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議長（三浦利雄君） ７番 渡邊明雄君。 

７番（渡邊明雄君） ご回答ありがとうございます。 

  そういうことで、何か違うことができればいいかなと思います

ので、またおいおい考えて提案させてもらいたいと思います。 

  村当局も、ほかの情報がわかりましたら、ぜひ教えてください。

ありがとうございました。質問を終わります。 

議長（三浦利雄君） これにて、渡邊明雄君の一般質問を終わりま

す。 

  次に、小林利雄君からの災害時の補助制度についての質問を許

します。３番 小林利雄君。 

３番（小林利雄君） 災害時の補助制度について、総務課長にお伺

いいたします。 

  ３月１１日の東日本大震災は、かつてない甚大な被害を多くの

国民に与えました。幸い鳴沢村は、大きな被害がなくて助かり

ました。 

  災害はいつ起こるかわかりません。鳴沢村として、災害が発生

したとき、どのように村民をサポートするか、今から決めてお

いてはいかがでしょうか。 

  私は、災害が発生して生活ができるようになるまでの、生活資

金、企業の運転資金等、借入金の利子を全額または半額、村で

補助してくださる制度を条例化していただきたいと思います。

お考えをお聞かせください。 

議長（三浦利雄君） 総務課長。 

総務課長（渡辺千秋君） 小林利雄議員のご質問についてお答えい

たします。 

  災害時の補助制度についてですが、現在、地域防災計画におい

て、復興面の補助については「地方税の納入期限の延長、徴収

猶予及び減免、国民健康保険制度等における医療費負担の減免
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及び保険料の減免等、被災者の負担軽減」が定められておりま

す。 

  今回の東日本大震災を受け、特に津波で被害を受けた事業者に

対する補助支援は、今、国で策定段階中です。 

  現在の地域防災計画は、災害時における人命救助及び措置に特

化している面がありますが、東日本大震災の被災者の中には、

二重ローンの問題で困窮している事業者もあり、当地域におき

ましても、富士山噴火が起きた場合に、今回の津波と同様のこ

とが起こるおそれがありますので、今後、国の防災計画や県の

防災計画、また周辺自治体の地域防災計画を参考にしながら、

地域防災計画の見直しに反映していきたいと思いますが、鳴沢

村だけの災害は考えられず、また個人差もあるため、条例化は

難しいと思います。 

  以上、簡単ですが答弁とさせていただきます。 

議長（三浦利雄君） ３番 小林利雄君。 

３番（小林利雄君） いろいろな制度があるように聞きましたが、

今までのキャベツの豊作で産地廃棄したときは、農協によって

価格の半額をもらって補助してもらいました。困ったときの援

助をスムーズにできるような制度化をお考え願います。 

  以上で質問を終わります。 

議長（三浦利雄君） 続いて、善行者表彰制度についての質問を許

します。３番 小林利雄君。 

３番（小林利雄君） 善行者表彰制度について、総務課長にお伺い

いたします。 

  富士河口湖町では、町制祭でよいことをした個人、団体等を表

彰する制度があります。 

  村民で、２年間ほぼ毎日、国道、村道の空き缶、ごみ拾いをし

てくださる方もいます。鳴沢村では、第４土曜日に村内一斉清
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掃を呼びかけており、成果も上がっているとは思いますが、長

く続けることは大変なことです。 

  村民体育祭りには体育功労者、文化祭りには文化功労者の表彰

制度があります。よいことをした人を表彰する制度をつくって

いただきたいと思います。お考えをお聞かせください。 

議長（三浦利雄君） 総務課長。 

総務課長（渡辺千秋君） ただいまの善行者表彰制度についてお答

えします。 

  鳴沢村の発展のため、功績があった人または村民の模範と認め

られる行為があった人の表彰について、鳴沢村表彰規則が定め

てあります。 

  表彰の種類は、功労表彰及び善行表彰の２種類で、この規則に

おいて善行表彰対象者は、社会福祉の増進に尽くした人や、産

業の発展に尽くした人、また災害、犯罪等社会不安の防除に尽

くした人など、１０項目の功績について、個人・団体を表彰す

る内容となっております。 

  以上で、簡単ですが答弁とさせていただきます。 

議長（三浦利雄君） ３番 小林利雄君。 

３番（小林利雄君） 私の勉強不足で、そのような制度があること

を知りませんでした。どうもありがとうございました。 

議長（三浦利雄君） これにて、小林利雄君の一般質問を終わりま

す。 

  以上で、一般質問を終わります。 

  ここで、ただいま渡邊明雄君ほか３人の賛成者から、発議第２

号鳴沢村地下水資源保護調査特別委員会設置の件が提出されて

おります。 

  お諮りいたします。 

  この際、これを日程に追加し、追加日程第１として議題とする
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ことにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 異議なしと認めます。よって、発議第２号鳴

沢村地下水資源保護調査特別委員会設置の件を日程に追加し、

追加日程第１として議題とすることに決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎追加日程第１ 発議第２号鳴沢村地下水資源保護調査特別 

             委員会設置の件 

議長（三浦利雄君） 追加日程第１、発議案第２号鳴沢村地下水資

源保護調査特別委員会設置の件を議題といたします。 

  本件について、提出者から提案理由の説明を求めます。７番 

渡邊明雄君。 

７番（渡邊明雄君） 発議第２号鳴沢村地下水資源保護調査特別委

員会設置の件について、提案理由をご説明申し上げます。 

  本村の水資源の現状と、保護及び採取の適正化についての調査

を行い、現在より遠い将来にわたり水資源の有効利用を調査す

ることを目的として、調査特別委員会を設置するものでありま

す。 

  特別委員会の名称については、鳴沢村地下水資源保護調査特別

委員会、設置の根拠は、地方自治法第１１０条及び鳴沢村議会

委員会条例第５条、目的は、鳴沢村の地下水資源保護に関する

調査等、委員定数は全議員で、調査の期間は、当該事件の調査

が終了するまでの期間であります。 

  以上で、発議第２号の提案理由の説明を終わります。ご賛同く

ださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 

議長（三浦利雄君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  お諮りいたします。 

  この際、質疑、討論を省略したいと思います。これにご異議あ
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りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これより、発議第２号を採決いたします。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

議長（三浦利雄君） 起立全員です。したがって、発議第２号鳴沢

村地下水資源保護調査特別委員会設置の件は、原案のとおり設

置することに決定しました。 

  お諮りいたします。 

  ただいま設置されました、鳴沢村地下水資源保護調査特別委員

会の委員の選任については、委員会条例第７条第１項の規定に

より、議長においてそれぞれ指名いたしたいと思います。これ

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 異議なしと認めます。よって、議長において

指名することに決定しました。 

  鳴沢村地下水資源保護調査特別委員会委員に、議員全員を指名

いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 異議なしと認めます。よって、ただいま議長

において指名いたしました諸君を、鳴沢村地下水資源保護調査

特別委員に選任することに決定しました。 

  それではここで、選任されました鳴沢村地下水資源保護調査特

別委員は、委員会を開催し、正副委員長の互選をお願いします。 

  委員会の正副委員長が決定次第、会議を再開いたします。 
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  暫時休憩します。 

 

休憩 午後４時０９分 

 

再開 午後４時１３分 

 

議長（三浦利雄君） 会議を再開します。 

  休憩中、委員会で正副委員長の互選が行われましたので、報告

いたします。 

  鳴沢村地下水資源保護調査特別委員長に渡邊明雄君、副委員長

に小林昭一君が選任されましたので、ご報告いたします。 

  ここで、ただいま鳴沢村地下水資源保護調査特別委員長から、

お手元に配布してあります申出書のとおり、所管事務の調査に

ついて、閉会中の継続調査を要する旨の申し出がありました。 

  お諮りいたします。 

  この際、これを日程に追加し、追加日程第２として議題とする

ことにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 異議なしと認めます。よって、鳴沢村地下水

資源保護調査特別委員会の閉会中の継続調査の件を日程に追加

し、追加日程第２として議題とすることに決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎追加日程第２ 鳴沢村地下水資源保護調査特別委員会の閉 

        会中の継続調査の件 

議長（三浦利雄君） 追加日程第２、鳴沢村地下水資源保護調査特

別委員会の閉会中の継続調査の件を議題といたします。 

  鳴沢村地下水資源保護調査特別委員長から、会議規則第７１条

第１項の規定により、お手元に配付しました申出書のとおり、
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所管事務の調査について、閉会中の継続調査を要する旨の申し

出がありました。 

  お諮りいたします。 

  委員長の申出書のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 異議なしと認めます。したがって、閉会中の

継続調査とすることに決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（三浦利雄君） 以上をもって、本定例会に付議された案件の

審議はすべて終了いたしました。 

  お諮りいたします。 

  会議規則第４１条の規定による整理を議長に委任されたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 異議なしと認めます。よって、今期定例会に

付議された事件について、その整理を議長に委任することに決

定しました。 

  これにて、平成２３年第２回鳴沢村議会定例会を閉会いたしま

す。 

  ご苦労さまでした。 

 

閉会 午後４時１５分 
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